
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

な よ ろ の 除 雪 
除雪についての情報やお知らせを「なよろの除雪」と題して発行しています。 

 

 

 
 

令和 元年 12月 １日 発行 第 56号 

編集 建設水道部都市整備課 

電話 01655-3-2511（代表） 

FAX   01655-3-3450 

e-mail  ny-douroiji@city.nayoro.lg.jp 

 

 

 

 市
民
雪
堆
積
場
に
つ
い
て 

個人・事務所などで自ら排雪を行った場合無料で使用できる市指定 

の雪堆積場を用意しています。(通常堆積場の手前です。現地の看板 

をご確認ください。）雪堆積場での事故等の責任は個人負担となり 

ますので、ご了承ください。使用基準は以下の通りです。 

  １．  個人の場合：搬入する車の大きさは制限なし。 

２．  事業所の場合：軽・普通トラック 4t まで。 

３．  搬入できる時間は通常 9時から 17時まで。 

※降雪状況により延長する場合があります。 

４． 天塩川河川敷堆積場には、休日、夜間用の堆積場を設けます。 

 

 

市道の排雪作業及び私道の除雪作業について 

下記条件に該当する場合に費用の一部を助成します。 

・市道の「排雪」について   [50％以内の額を助成]   

１． 明確な地区組織から要望があった路線  

２． 道路延長が概ね 100ｍ以上の路線  

・私道の「除雪」について   [30％以内の額を助成]   

１．上記１．に該当し、除雪作業幅員が 3.5ｍ以上で 

受益戸数が 3戸以上の宅地内道路 

 

 

 

風連地区 名寄大橋下流 

 
新市民雪堆積場（西 16条南 9丁目）について 

 
○受入時間は 10：00～15：00です。 

○搬入可能な車両は軽車両～3 トン車までです。 

堆積場までの道路幅が狭いため、道道西風連名寄線の方（黒

矢印）から入り豊栄七号橋（白矢印）へ抜けていくようにお願い

します。夜間や休日に入れる場合や 3 トン以上 4 トンまでの車両

は大橋の市民雪堆積場への搬入をお願いします。 

住宅街に隣接しているため、 

必ずマナーを守ってくださいね！ 
 

建設水道部都市整備課管理係 

（風連庁舎 2階） 

電話：01655-3-2511（内線 2210） 

 
 

詳しくは、下記にお問い合わせください。 

  

 

 

 
 

 

みなさん、お元気ですか？いよいよ師走ですね。 

忙しい時期ですけど、ゆったりとした気持ちで過ごし

て体調管理をしてくださいね。 

使用開始は、12月 2日からになります。 

使用開始は、12月 2日からになります。 

市道 及び 私道の除排雪助成事業のご紹介 

 

降雪量により市民雪堆積場が使用不可能になった場合は、閉鎖し臨時雪堆積場に搬入していただくことになります。 
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サ
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助
成
事
業
の
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市では、道路除雪後の門口除雪や屋根の雪おろしを指定業者と契約する場合の費用の一部を助成する

助成券を交付しています。下記の基準に該当し、希望する方はお申込みください。 

 
除雪助成券   世帯全員が右の①～⑤のいずれかに該当 

する方で昨年中の世帯の総収入が基準額以下の世帯で除雪が 

困難であり家族からの援助が受けられない方。 

（2万 6,000円、風連地区で手作業を利用する場合は 

9,000円、利用期間は、11月 1日～翌年 3月 31日） 

 

屋根雪おろし助成券   世帯全員が右の①～⑥のいずれか

に該当する方で昨年中の世帯の総収入が基準額以下の世帯で除

雪が困難であり家族からの援助が受けられない方。（2,500円の助

成券４枚、利用期間は 12月 1日～翌年 3月 31日） 

 

 

収入基準額等の条件が

あります。お問い合わせは 

① 70歳以上の方 

② 身体障害者手帳１、2 級又は体幹機能障がい

の 3級を有する方 

③ 精神障害者保健福祉手帳1級又は療育手帳Ａ

を有する方 

④ 要介護認定が要介護１から要介護 5 までの方 

⑤ 65歳以上で虚弱と認められる方 

⑥ 認知症高齢者自立度Ⅱ以上の方 

 

名寄庁舎 2階 高齢者支援課高齢福祉係 

ＴＥＬ01654－3－2111（内線 3231） 

風連庁舎 1階 地域住民課 福祉係 

ＴＥＬ01655－3－2511（内線 2112） 

 

個人や団体向けの助成事業 

排雪ダンプ助成事業のご紹介 

住宅の排雪作業を実施する場合に排雪ダンプにかかる費用の一

部を助成します。 

 

○店舗併用住宅の排雪作業を 

行う場合、排雪ダンプ一台当たり 

1,000円の助成 

○一般住宅の排雪作業を 

行う場合、排雪ダンプ一台当たり 

2,000円の助成 

 

お申し込みは、指定業者さんへ直接連絡をしてく

ださい。助成手続きも指定業者さんが代理で行いま

す。台数・回数に限りはありません。12 月 1 日～3

月 10日まで受け付け、3月 31日までに実施してく

ださい。 
 

指  定  業  者 住     所 電 話 番 号 対 応 地 区 

五十嵐運輸株式会社 名寄市字徳田 240－4 01654－3－6127 名寄 

株式会社Ｓｋｙ 名寄市字徳田 260番地 11 01654－8－7502 名寄 

株式会社真鍋組 名寄市字徳田 100－8 01654－3－2750 名寄 

第一建設株式会社 名寄市西 7条南 6丁目 6－1 01654－3－3307 名寄 

北建工業株式会社 名寄市西 3条北 2丁目 11番地１ 01654－2－3984 名寄 

村西運輸株式会社 名寄市字徳田 289－24 01654－2－4501 名寄・風連 

有限会社岩守産業 名寄市字徳田 248－18 01654－2－5607 名寄・風連 

有限会社吉田工業 名寄市字徳田 98番地 57 01654－3－3450 名寄・風連 

 

 

○ 指 定 業 者 一 覧 表 
 

 


